
別記　２

かごしまの農林水産物認証制度　審査・認証手数料

令和元年10月1日 改定

農林
水産
物

認証の区分 申請区分

団体 戸数×1,650円　　ただし，３戸以下の団体は１団体あたり5,500円

3.0ha以下 3.01～8.0ha 8.01～13.0ha 13.01ha～

5,500円 11,000円 22,000円 33,000円

団体 戸数×1,650円　　ただし，３戸以下の団体は１団体あたり5,500円

3.0ha以下 3.01～8.0ha 8.01～13.0ha 13.01ha～

5,500円 11,000円 22,000円 33,000円

団体 戸数×1,650円　　ただし，３戸以下の団体は１団体あたり5,500円

5.0ha以下 5.01～10.0ha 10.01～20.0ha 20.01ha～

5,500円 11,000円 22,000円 33,000円

団体 戸数×1,650円　　ただし，３戸以下の団体は１団体あたり5,500円

個人・法人 5,500円

荒茶工場 団体・個人・法人に関わらず１工場あたり5,500円

１銘柄の場合，11,000円

（※１）ただし，2銘柄からは1,100円/銘柄を別途追加する。

団体 戸数×1,650円　　ただし，３戸以下の団体は１団体あたり5,500円

3.0ha以下 3.01～8.0ha 8.01～13.0ha 13.01ha～

5,500円 11,000円 22,000円 33,000円

団体 戸数×1,650円　　ただし，３戸以下の団体は１団体あたり5,500円

個人・法人 5,500円

GPｾﾝﾀｰ 団体・個人・法人に関わらず１GPｾﾝﾀｰあたり5,500円

団体 戸数×1,650円　　ただし，３戸以下の団体は１団体あたり5,500円

個人・法人 5,500円

団体 戸数×1,650円　　ただし，３戸以下の団体は１団体あたり5,500円

個人・法人 5,500円

団体 戸数×1,650円　　ただし，３戸以下の団体は１団体あたり5,500円

個人・法人 5,500円

団体 戸数×1,650円　　ただし，３戸以下の団体は１団体あたり5,500円

0.5ha以下 0.51～1.0ha 1.01～3.0ha 3.01ha～

5,500円 11,000円 22,000円 33,000円

海面魚類養殖 団体 戸数×1,650円　　ただし，３戸以下の団体は１団体あたり5,500円

エビ養殖
個人・法人
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振込先 

  かごしまの農林水産物認証制度認証手数料額に該当する金額を下記口座に振り込むものとする。 

 なお，振込依頼書の写しを申請様式 6 号に添付し提出する。 

  ◎手数料振込先（振込時は名称を正確にお書き下さい。） 

 

 

   〇鹿児島銀行 県庁支店 

    （普）１２４５０９２ 

    公益社団法人 鹿児島県農業・農村振興協会 

 

〇鹿児島県信用農業協同組合連合会本所 

    （普）００００２５０ 

    公益社団法人 鹿児島県農業・農村振興協会 

 

〇郵便振替口座 ０２０７０－０－１６０１１ 

    公益社団法人 鹿児島県農業・農村振興協会 

 

  ※注意事項 

    認証申請書受領後は，いかなる場合があっても手数料は返納致しません。 


